
～市単独住宅～『サンコーポラス旭ヶ丘』 

子育て世帯生活体験住宅 
お申込みについて(2 号棟 202 号室用) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆『市単独住宅』について 

 旧雇用促進住宅を、平成 22年 4月 1日から茅野市の公共賃貸住宅として管理運

営をしています。名称は『サンコーポラス旭ヶ丘』です。 

  

◆子育て世帯生活体験住宅とは 

 茅野市への子育て世帯の移住を促進するため、サンコーポラス旭ヶ丘の空き部屋

を活用し、子育て世帯向けに改修工事を行いました。令和５年度から、茅野市の生活

を体験していただくたくことを目的に、子育て世帯向け生活体験住宅として貸出しを

始めました。 

 

◆利用条件について 

 申し込みできるのは、次の条件すべてに該当する方です。 

  ①申込時において市外に住所があり、かつ、子育て世帯(18 歳未満の子がいる世

帯)であること。  

  ②下記事項を目的として利用すること 

（1）茅野市に将来移住（二地域居住）することを前提に地域の気候風土をよく知 

ること。 

茅野市子ども会育成連絡協議会
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（2）茅野市及び周辺地域の就職や生活、不動産の情報収集。 

  ③本人又は現に同居し、若しくは同居しようとする方が、暴力団員でない方。 

  ④ＳＮＳ等インターネットのツールにより、茅野市での生活の様子や茅野市の魅力 

について情報発信したり、ご家族・ご友人に拡散していただけること。 

  ⑤退去の際に、市からのアンケートにご協力いただけること。 

 

◆令和６年度 貸出期間について（30 日間） 

① 4 月 25 日 ～  5 月 24 日     ⑤ 10 月 10 日 ～ 11 月  8 日 

②  6 月 17 日 ～  7 月 16 日     ⑥ 11 月 21 日 ～ 12 月 20 日 

③ 7 月 25 日 ～  8 月 23 日     ⑦  1 月 6 日 ～  2 月  4 日 

④  9 月  2 日 ～ 10 月  1 日     ⑧  2 月 17 日 ～  3 月 18 日  

 

※入退去日については、数日の前後が可能な場合もありますので、ご相談下さい。 

※貸出期間中の週末のみの利用でも構いません。 

 

◆申込について 

 子育て世帯生活体験住宅利用申込書を下記締切日までにメールでお送りくださ

い。 

メールアドレス：toshikeikaku@city.chino.lg.jp 

①  4 月 25 日 ～  5 月 24 日 ・・・・・ 4/5 申込締切        

②  6 月 17 日 ～  7 月 16 日 ・・・・・ 5/1 申込締切 

③  7 月 25 日 ～  8 月 23 日 ・・・・・ 6/3 申込締切 

④  9 月  2 日 ～ 10 月  1 日 ・・・・・ 8/1 申込締切 

⑤ 10 月 10 日 ～ 11 月  8 日 ・・・・・ 9/2 申込締切 

⑥ 11 月 21 日 ～ 12 月 20 日   

⑦  1 月  6 日 ～  2 月  4 日    ⑥ ⑦ ⑧ は 

⑧  2 月 17 日 ～  3 月 18 日    10/1 申込締切 

※期限までにお申し込みがない場合には、それ以降もお申し込みを受付けます。 

 

◆利用者の決定について 

① お申込み後に審査を経て、利用者決定をお知らせします。お申込み多数の場合に

は、お申し込みの内容が当市の貸出し趣旨に沿うかどうかを判断基準とし、利用者を

決定させていただきます。 

toshikeikaku@city.chino.lg.jp


② 利用者決定通知書をお送りしますので、そこに記載の「利用者の心得」の内容を

ご確認のうえ、利用者誓約書をご提出いただきます。 

◆住宅使用料について 

  55,000 円とします。（光熱水費、室内清掃費、室内 Wi-Fi、ＮＨＫ放送受信料等

含む） 

利用開始前にお支払いいただきます。 

利用者のご都合により、30 日より短い期間の利用となった場合や、実際にご利用

になる日数が 30 日に満たない場合にも、日割り等による返金はいたしません。 

 

◆駐車場について 

 住宅の周囲に１台分無料でご用意しています。他に必要な方は、第２駐車場を申し 

込んでください。（２台目以降１台につき 3,000 円） 

 

◆注意事項について 

 ①利用者決定後、住宅を変更することはできません。 

 ②利用開始時の敷金は不要とします。ただし、利用者の責めに帰すべき事由による 

修繕に要する費用若しくは損害賠償金があるときは、退去後であっても請求させ 

ていただくことがあります。 

③光熱水費等は市が負担いたしますが、電気・水道等について、通常の生活をする 

うえで想定される使用量を大幅に越えることがあった場合には、利用者にご負担 

いただくことがあります。 

④利用中は、地域住民による自治会組織に入会する必要はありません。ただし、自 

治会の取り決めに従って生活をしていただきます。また、他の入居者とは良好な 

関係を構築していただき、かつ、入居部屋以外の施設についても清潔にご利用い 

ただきたいと思います。 

 ④ペットを飼うことはできません。 

 

お申込み、ご相談等は下記までご連絡をお願いします。 

 

 

茅野市役所 都市建設部 都市計画課 住宅係 

郵便番号 391-8501 長野県茅野市塚原二丁目 6 番 1 号 

電話番号：0266-72-2101  内線：537 

ＦＡＸ：0266-82-0237 


